




別紙

2020年　地区別総代定数表

基準組合員数
基準日（2020/4/1）

総代数

北海道 77 2

青森県 46 2

岩手県 33 2

宮城県 85 3

秋田県 86 3

山形県 55 2

福島県 101 3

茨城県 125 3

栃木県 67 2

群馬県 102 3

埼玉県 54 2

千葉県 117 3

東京都 29 2

神奈川 35 2

新潟県 79 3

富山県 36 2

石川県 28 2

福井県 55 2

山梨県 13 1

長野県 113 3

岐阜県 35 2

静岡県 52 2

愛知県 49 2

三重県 32 2

滋賀県 16 1

京都府 11 1

大阪府 80 3

兵庫県 61 2

奈良県 21 1

和歌山 74 2

鳥取県 24 1

島根県 8 1

岡山県 22 1

広島県 17 1

山口県 26 2

徳島県 10 1

香川県 12 1

愛媛県 51 2

高知県 30 2

福岡県 153 4

佐賀県 36 2

長崎県 51 2

熊本県 176 4

大分県 21 1

宮崎県 36 2

鹿児島 126 3

沖縄県 224 5

合計 2,790 100



定款 別表２ 都道府県ごとの総代定数の決定方法（第４０条関係）

都道府県ごとの定数の決定に際しては、総定数１００のうち、まず上記の４７都道

府県にそれぞれ定数１を割り当てるものとし、残る５３の定数を総代選挙実施の年

の４月１日現在の組合員数（以下「基準組合員数」という）に基づき、次の通り割り

当てるものとする。

１）各都道府県ごとに当該都道府県内の基準組合員数に５３を乗じた数を当組合

の総組合員数で除した数値（以下「総代定数割当基準値」という）を算出し、その

総代定数割当基準値の小数点以下を切り捨てた数の定数を割り当てる。

２）上記の方法においても割り当てられず、残る定数がある場合については、総代

定数割当基準値の小数点以下の数が大きい都道府県から順に、残数が零になる

まで割り当てる。

３）都道府県内の基準組合員数が同数の都道府県が存在することにより、定数の

配分ができない場合については、基準組合員数と前年４月１日現在の組合員数と

を比較した場合の増加率が高い都道府県から順に、割り当てる。

４）上記のいずれによっても、定数の配分を決することができない場合については、

理事長がくじで定めるものとする。


